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が
、
和
歌
浦
丸
と
東
海
丸
に
分
乗
し
帰
還
中
、
船
内
で
コ
レ
ラ
が
発
生

し
、
十
月
十
～
十
五
日
頃
に
追
浜
に
つ
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
両
船

は
長
浦
湾
口
で
停
船
を
命
ぜ
ら
れ
、
浦
郷
村
の
箱
崎
に
避
病
院
が
急
造

さ
れ
。
レ
ラ
患
者
を
収
容
し
た
。
十
月
中
旬
以
降
は
毎
日
数
人
ず
つ
死

亡
し
、
十
一
月
に
は
計
四
十
八
名
の
死
亡
者
と
な
っ
た
。
当
初
、
遺
体

を
黒
崎
地
区
に
埋
葬
し
た
が
、
大
正
二
年
に
海
軍
の
用
地
と
し
て
整
地

さ
れ
た
折
、
追
浜
の
鉈
切
ト
ン
ネ
ル
の
上
に
墓
石
を
た
て
官
修
墓
地
と

し
た
。
現
在
で
は
地
元
の
浦
郷
町
内
会
が
祭
祀
・
管
理
を
代
行
し
て
い

る
。

こ
の
墓
地
に
は
四
十
八
基
の
墓
石
が
あ
り
、
警
視
局
関
係
三
十
二
名
、

う
ち
新
撰
旅
団
三
十
名
。
船
舶
従
業
員
七
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
士
族
は

二
十
五
名
、
う
ち
東
北
列
藩
同
盟
関
係
士
族
は
八
名
で
あ
っ
た
が
、
福

島
県
人
は
一
人
も
見
な
い
。
ま
た
神
奈
川
県
で
は
士
族
、
平
民
各
一
名

と
な
っ
て
い
る
が
、
県
の
方
へ
の
報
告
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

久
保
山
の
方
々
に
は
氏
名
が
判
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
述
べ
た

が
、
追
浜
の
方
々
は
、
昭
和
三
年
に
発
刊
さ
れ
た
田
浦
町
誌
に
そ
の
名

が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
現
在
迄
に
二
名
の
方
の
遺
族
が
何

十
年
ぶ
り
に
参
拝
に
来
ら
れ
た
由
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
地
所
内
に
北
村
包
直
（
県
立
横
須
賀
高
女
初
代
校
長
）

撰
文
の
顕
彰
碑
が
た
っ
て
い
る
。

（
平
成
十
五
年
九
月
例
会
）

菊
谷
豊
彦

戦
後
、
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
十
二
年
）
武
田
薬
品
工
業
（
株
）
研

究
所
の
渡
辺
武
、
後
藤
実
の
両
氏
は
日
本
薬
学
会
近
畿
支
部
例
会
で

「
漢
方
方
剤
の
煎
出
法
に
関
す
る
研
究
」
、
翌
年
に
は
薬
学
会
で
第
二
報

「
漢
薬
類
の
精
油
含
量
に
つ
い
て
」
、
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
十
八
年
）

に
は
日
本
東
洋
医
学
会
第
四
回
総
会
で
発
表
し
、
「
漢
方
方
剤
の
煎
出

法
に
関
す
る
研
究
」
（
第
二
報
）
と
（
第
三
報
）
を
（
日
本
東
洋
医
学
会

誌
四
巻
二
号
）
原
著
と
し
て
い
る
。

こ
の
論
文
を
基
礎
に
し
て
大
阪
の
小
太
郎
漢
方
製
薬
（
株
）
な
ど
が

漢
方
製
剤
を
製
造
・
販
売
す
る
に
至
っ
た
。

す
で
に
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
十
二
年
）
に
武
田
薬
品
工
業
（
株
）

は
平
胃
散
を
エ
キ
ス
剤
に
し
て
「
マ
ミ
ー
ル
」
を
製
造
・
発
売
し
た
と

い
わ
れ
る
。

一
九
五
○
年
（
昭
和
二
十
五
年
）
の
日
本
東
洋
医
学
会
有
志
が
武
田

薬
品
工
業
（
株
）
の
技
術
に
よ
り
、
必
要
な
揮
発
分
も
と
り
入
れ
た
漢

方
エ
キ
ス
剤
を
二
十
種
作
り
、
臨
床
効
果
の
判
定
を
呼
掛
け
た
が
、
反

応
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

当
時
エ
キ
ス
剤
の
開
発
に
も
っ
と
も
熱
心
で
あ
っ
た
の
は
小
太
郎
漢

方
製
薬
（
株
）
で
あ
っ
た
。

な
お
、
一
九
五
○
年
（
昭
和
二
十
五
年
）
三
月
に
は
日
本
東
洋
医
学

会
が
発
足
し
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
十
九
年
）
に
は
東
亜
医
学
協
会
が

漢
方
製
剤
の
医
史
学
補
遺
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佐
分
利
保
雄

コ
レ
ラ
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
初
め
て
日
本
に
侵
入
し
た
。

人
々
は
こ
れ
を
三
日
コ
ロ
リ
と
呼
ん
で
恐
れ
た
。

当
時
の
人
々
も
、
コ
レ
ラ
は
消
化
器
伝
染
病
と
認
識
し
、
経
口
感
染

と
考
え
、
あ
る
種
の
食
物
を
特
に
恐
れ
た
。
こ
れ
ら
の
食
品
を
仮
り
に

禁
忌
食
品
と
呼
び
、
時
代
的
に
変
遷
し
た
経
過
を
た
ど
っ
て
見
た
。

再
発
足
し
た
。

小
太
郎
漢
方
製
薬
（
株
）
の
漢
方
製
剤
が
製
造
・
発
売
さ
れ
た
の
は

昭
和
三
十
二
年
で
あ
る
。
同
社
は
同
年
、
研
究
所
、
工
場
を
整
備
し
、

桑
野
重
昭
氏
を
所
長
に
迎
え
た
。
同
氏
は
後
に
漢
方
煎
液
を
抽
出
の
後

に
減
圧
濃
縮
・
乾
燥
す
る
真
空
（
減
圧
）
泡
沫
乾
燥
法
に
成
功
し
た
。

昭
和
三
十
二
年
当
時
の
行
政
の
承
認
書
類
は
現
存
し
な
い
と
さ
れ
、

僅
か
に
当
時
の
適
応
症
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
承
認
の
基
準
も

不
明
で
あ
る
。

一
九
六
二
年
（
昭
和
三
十
七
年
）
に
当
時
の
行
政
の
承
認
書
類
は
あ

る
が
、
上
記
と
の
関
連
は
不
明
で
あ
る
。

一
九
六
二
年
（
昭
和
三
十
七
年
）
と
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
十
八
年
）

に
医
薬
品
製
造
承
認
指
針
が
刊
行
さ
れ
、
漢
方
製
剤
の
整
備
の
道
は
進

ん
で
い
く
。

（
平
成
十
五
年
九
月
例
会
）

コ
レ
ラ
に
対
す
る
禁
忌
食
品
の
時
代
的
変
遷

一
八
二
二
年
、
最
初
の
流
行
で
は
、
山
田
椿
庭
が
、
酒
、
う
な
ぎ
、

そ
ば
、
糖
（
こ
う
）
、
ね
ぎ
、
標
、
柿
、
と
く
に
イ
ワ
シ
、
姻
魚
を
禁
忌

と
し
た
。

一
八
五
八
年
、
第
二
回
目
の
流
行
の
時
ポ
ン
ペ
は
、
イ
ワ
シ
、
サ
バ
、

マ
グ
ロ
、
タ
コ
な
ど
の
魚
類
と
カ
ボ
チ
ャ
、
ト
ウ
キ
ビ
、
キ
ウ
リ
、
シ

マ
ウ
リ
な
ど
の
野
菜
を
禁
じ
た
。

一
八
六
二
年
、
第
三
回
目
の
流
行
の
時
も
ポ
ン
ペ
は
長
崎
に
居
た
の

で
上
記
の
食
品
が
禁
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

明
治
前
半
”
ベ
ル
ッ
は
瓜
類
と
く
に
真
瓜
、
西
瓜
を
廃
棄
し
、
未
熟

な
果
物
、
野
菜
を
禁
じ
、
肉
類
を
す
塾
め
た
。

明
治
十
二
年
二
八
七
九
）
に
は
カ
ニ
、
カ
ン
テ
ン
、
ト
コ
ロ
テ
ン
、

ヒ
ジ
キ
、
ア
ラ
メ
な
ど
の
海
草
と
ナ
ン
キ
ン
、
ナ
ン
バ
キ
ビ
を
禁
じ
た
。

（
明
治
十
七
年
、
一
八
八
四
コ
ッ
ホ
が
コ
レ
ラ
菌
を
発
見
）

明
治
後
半
、
大
正
時
代
に
な
る
と
、
魚
類
を
恐
れ
た
。
大
正
十
一
～

十
四
年
（
一
九
二
二
～
二
五
）
に
は
十
六
府
県
で
、
三
ケ
月
問
漁
業
が

禁
止
さ
れ
た
。

昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
百
台
湾
バ
ナ
ナ
を
焼
却
し
た
。

昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
旨
習
志
野
事
件
発
生
”
渡
航
歴
の
な
い

宿
泊
客
が
エ
ル
ト
ー
ル
コ
レ
う
に
か
ぁ
り
二
十
九
時
間
後
に
死
亡
し

た
。
輸
入
紋
甲
イ
カ
が
疑
わ
れ
た
が
、
コ
レ
ラ
菌
は
検
出
さ
れ
な
か
た
。

昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
百
池
之
端
結
婚
式
場
事
件
が
発
生
、
四

十
四
人
の
患
者
、
保
菌
者
が
出
た
。
し
か
し
食
品
か
ら
は
コ
レ
ラ
菌
が

検
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
○
）
、
輸
入
食
品
か
ら
初
め
て
コ
レ
ラ
菌
が


